
今後議論すべき事項について（主な論点） 

 
１．訪問系サービスについて 

・ 重度訪問介護について、新たに利用対象とされた行動障害を有する知的・

精神障害者の行動援護からの円滑なサービス移行をどう考えるか。また、サ

ービスの短時間利用をどう考えるか。 
・ 同行援護における現行の報酬体系をどう考えるか。 
・ 特定事業所加算におけるサービス提供責任者に係る時限措置の取扱いをど

う考えるか。 

 
２．日中活動系・居住系サービスについて 

・ 地域生活支援拠点の整備推進のための方策についてどう考えるか。 
・ 短期入所における緊急時の受け入れをどう考えるか。また、医療的対応も

含めたレスパイト機能をどう考えるか。 
・ 施設入所支援における入所者の高齢化・重度化に対応した専門的なケアを

どう考えるか。また、強度行動障害を有する者に対する適切な支援の在り方

をどう考えるか。 
・ 共同生活援助について、グループホーム一元化後の実施状況等を踏まえ、

特に重度者への対応をどう考えるか。 
・ 精神科病院の敷地内におけるグループホームの設置の試行的な実施をどう

考えるか。 

 

３．訓練系・就労系サービスについて 

・ 自立訓練における訪問のみの機能訓練・生活訓練の利用をどう考えるか。 
・ 就労移行支援について、一般就労移行後の継続的な定着支援をどう考える

か。 
・ 一般就労への移行実績のない事業所が一定程度ある実態をどう考えるか。 
・ 就労継続支援 A 型における適正な運営の確保をどう考えるか。 
・ 就労継続支援 B 型における支援の質の確保や工賃向上に向けた取組への

インセンティブをどう考えるか。 
・ 重度者支援体制加算の時限措置の取扱いをどう考えるか。 
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４．地域相談支援・計画相談支援について 

・ 地域移行支援について、サービス創設後の実施状況等を踏まえ、サービ

スの利用開始に係る支援や障害福祉サービス等の体験利用・体験宿泊の上

限をどう考えるか。 
・ 計画相談支援事業所の運営が可能な報酬の設定及び相談支援専門員のス

キル向上やサービスの質の担保をどう考えるか。 
・ 適正なケアマネジメントを継続的に実施するためのモニタリングの在り

方をどう考えるか。 

 
５．障害児支援について 

・ 児童発達支援における事業所の質の担保や家族支援をどう考えるか。ま

た、近隣保育所等との併行通園をどう考えるか。 
・ 医療型児童発達支援センターにおける福祉職員の配置をどう考えるか。 
・ 放課後等デイサービスにおける事業所の質の担保や職員の専門性、家族

支援をどう考えるか。 
・ 保育所等訪問支援における職員の専門性や現行のサービス体系における

位置づけをどう考えるか。 
・ 障害児入所支援における行動障害を有する者への適切な対応の在り方や

一定の目的を持った短期間の入所に対する評価をどう考えるか。また、心

の傷を癒して回復させるための心理的ケアをどう考えるか。 
 
６．その他 

・ 処遇改善加算の創設などこれまでの処遇改善の取組と今後の課題について

どう考えるか。 
・ 送迎加算の現行の算定基準をどう考えるか。 
・ 食事提供体制加算の時限措置の取扱いをどう考えるか。 
・ 栄養マネジメント加算の算定要件に係る時限措置の取扱いをどう考える

か。 
・ 新体系移行後の実態をどう考えるか。 

 


